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芳賀・宇都宮ＬＲＴ停留場名称検討委員会設置要綱（案） 

（設置） 
第１条 芳賀・宇都宮ＬＲＴ事業により新たに整備される停留場の名称（以下「名称」とい

う。）を検討するため，芳賀・宇都宮ＬＲＴ停留場名称検討委員会（以下「委員会」とい

う。）を設置する。 
 

（所掌事務） 
第２条 委員会の所掌事務は，前条の目的に従い，次の各号に掲げる事項とする。 
 ⑴ 名称の考え方に関すること。 
 ⑵ 名称候補の選定基準に関すること。 
 ⑶ 名称候補選定に係る町民・市民参加の方法に関すること。 
 ⑷ 名称の検討結果を軌道整備事業者である芳賀町及び宇都宮市に提案すること。 
 ⑸ その他名称候補選定に関し必要な事項に関すること。 
 

（組織） 

第３条 委員会は，別表第１に掲げる委員で組織することとし，市長が委嘱する。 

２ 有識者委員の任期は，委嘱の日から検討終了の会議の日までとする。 

３ 地域委員，行政委員，軌道運送事業者委員は，委嘱の日から検討終了の会議の日までと

し，委嘱された時における当該職又は身分を失ったときは，その職を失う。 

４ 欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会には，委員長及び副委員長１人を置く。 

２ 委員長は，委員の互選によって定める。 

３ 副委員長は，委員のうちから委員長が指名する。 

４ 委員長は，会務を総理し，会議の議長となる。 

５ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるとき，又はやむを得ず欠席するとき

は，その職務を代理する。 

 

（オブザーバー） 

第５条 委員会には，別表第２に掲げるオブザーバーを置く。 

 

（会議） 

第６条 委員会は，必要に応じて，委員長がこれを招集する。 

２ 委員会の会議は，委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，委員長の決

するところによる。 

 

資料１ 
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（意見の聴取） 

第７条 委員会は，必要に応じて，関係者の出席を求め，その意見を聞くことができる。 

 

（事務局） 

第８条 委員会の事務局は，宇都宮市建設部ＬＲＴ企画課，芳賀町建設産業部都市計画課に

置く。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営に関して必要な事項は，委員長が委員

会に諮って定める。 

 

附 則 

 この要綱は，令和元年１１月２７日から施行する。 

 この要綱は，令和２年 ７月２７日から施行する。 
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別表第１（第３条関係） 

 氏 名 役 職 等  

有識者委員 

古池 弘隆 宇都宮共和大学特任教授 

橋本 澄朗 宇都宮市文化財保護審議委員会委員長 

鎌田 美千子 宇都宮大学准教授 

地域委員 

大森 幹夫 今泉地区コミュニティ協議会会長 

塩竃 修一 峰地区まちづくり推進協議会会長 

竹内 律 陽東地区まちづくり協議会会長 

吉澤 恭一 平石地区まちづくり協議会会長 

直井 重信 清原地域振興協議会会長 

 黒﨑 浩一 芳賀町自治会連合会会長 

行政委員 
鎌田 秀一 宇都宮市副市長 

古谷 一良 芳賀町副町長 

軌道運送事業者委員 中尾 正俊 宇都宮ライトレール株式会社常務取締役 

 

別表第２（第６条関係） 

オブザーバー 

東日本旅客鉄道株式会社大宮支社 

関東自動車株式会社 

ジェイアールバス関東株式会社 

 

 

 


